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奈良県立商業高等学校の体操服製造業者委託プロポーザル募集要項 

 

令和３年４月に開校を予定している奈良県立商業高等学校（以下、「県立商業高校」という。）の

体操服製造業者を選定するため、プロポーザルを実施する。 

 

１ 学校概要 

（１）開校年月  令和３年４月 

（２）校名    奈良県立商業高等学校 

（３）学科名   会計科、情報ビジネス科、経営ビジネス科、総合ビジネス科 

（４）住所    桜井市河西７７０番地 

（５）生徒数   １学年２００名（予定） 

（６）教育内容  商業全般に関する学習に特化した専門高校として学びを深める。 

 

２ 募集する品目 

  ウェア（上着）、長パンツ、半袖シャツ、ハーフパンツ 

 

３ 体操服選定に関する方針 

（１）昨今の経済事情を考慮して、経済性の高いもの。なお、上記４点を合計した参考価格の上

限を１４，５００円（消費税１０％込み、名前刺繍代込み）とする。 

 （２）機能性（吸汗性、速乾性等）・耐久性に優れたものであること。 

 （３）汚れが目立たない色であること。 

 （４）ラインか切り返し等で学年区別がつくもの。 

 

４ 各品目の仕様 

☆ ベース色については、ネイビーと各社提案カラーの２パターンを提案してください。 

（１） ウェア（上着） 

・基調色はネイビーと各社提案カラー 

（長パンツが基調色で上着が学年色のツートンも可）  

・ファスナー全開型     ・裾フライスなし 

（２） 長パンツ 

・基調色はネイビーと各社提案カラー    ・裾フライスなし 

・裾部分はスリムタイプ（裾を引きずらないような形） 

（３） 半袖シャツ 

・基調色は白またはグレー  ・裾フライスなし 

（４） ハーフパンツ 

・基調色はネイビーと各社提案カラー 

 

５ 応募資格 

（１） 過去５年間（平成２７年～令和元年度）に、奈良県内の公立学校に納入実績がある体操服

製造業者であること。 

（２）国税及び地方税を滞納していないこと。 
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（３）銀行の取引停止又は差し押さえを受けていない者であること。 

（４）「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」（平成３年法律第77号）第２条２号に

規定する暴力団員でないこと又はそれらの利益となる活動を行う法人等でないこと。 

 

６ 参加申込み 

（１）提出物：① 参加申込書兼誓約書（様式１） 

       ② 資格確認書類 各１部 

        ・会社概要（様式２） 

        ・奈良県内の公立学校への過去５年間の体操服納入実績一覧表（様式３） 

（２）提出期限：令和２年７月３日（金）１６時必着 

（３）提出方法：持参又は郵送 

（４）提出先及び問合わせ先 

奈良県立奈良情報商業高等学校 

〒633-0051桜井市河西770番地  （担当）教頭 谷口達之輔 

TEL：0744-42-4014  FAX：0744-42-3827   

【様式１】参加申込書兼誓約書（Word形式） 

【様式２】会社概要（Word形式）      

    【様式３】納入実績一覧表（Word形式）   

 

７ 見本品と提案書の提出 

（１） 期限   令和２年７月３１日（金）１６時 

（２） 提出方法 持参 

（３） 提出物：① 見本品 各品目１点×２パターン（色はネイビーと各社提案カラー） 

    ② 提案資料（様式任意。参考様式を参照。）１部 

【参考様式】提案資料（Word形式）     

８ 審査要領 

（１）審査 

書類及び見本品の審査を行う。 

（２）審査基準 

  審査項目 審査基準 点数 

① 価格 ・提案内容との妥当性  
１５ 

・上限価格以内であるか  

② デザイン ・汚れが目立たない色であること  
５ 

・動きやすいデザインか  ・学年区別がつきやすいか 

③  機能性 ・吸汗性はあるか     ・伸縮性はあるか 
５ 

・速乾性はあるか     ・防臭性はあるか 

④ 耐久性  ・家庭洗濯に強いか    ・摩擦に強いか  
５ 

・３年間の着用に耐えるか 
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（３）令和２年８月上旬に、製造業者を決定する。 

なお、選定経過等に関する問い合わせには一切応じない。審査結果については、応募者全員   

に通知する。 

 

９ その他留意事項 

（１）見本作成等に要する費用は、全て応募者の負担とする。 

（２）製造業者の決定は書面により通知する。 

（３）製造が決定した業者は、通知後、指定された日までに仕様書を作成し、提出すること。 

（４）提出書類等に虚偽のあることが判明した場合、選定の決定を取り消す場合がある。 

（５）納入期間は令和３年４月１日～令和６年３月３１日までとする。 

 

１０ 販売等に関する条件 

販売店または販売代理店（以下、「販売店等」という。）の候補は、奈良県内の公立学校の体 

操服販売店としての実績がある店舗で、週５日以上営業している店舗であること。また、販売 

店等の候補数は3店舗程度とし、そのうち少なくとも一店舗は桜井市内にあること。 

なお、販売店等の名称等を、７（３）の提案資料の「生産物流体制」に示すこと。 

   製造業者決定後に販売店等の候補を対象に入札を行い、販売店等を決定する。 


